
Ｑ１ 医療訪問看護の保険と公費の登録方法。 

■■■明細書に負担⾦額が反映しない場合の対処など                              
■訪問看護療養費明細書に正しい負担⾦額が反映しません。どのように対処すればよろしいですか。 

 

■Ａｎｓｗｅｒ 
以下の手順で確認します。 
（１） メニュー【業務受付】→【利⽤者台帳】画面→【医療公費保険】画面で、給付率や本⼈⽀払額が正しく登

録されているかを確認します。 
誤りがある場合は、［編集］ボタン→該当履歴の    をクリックし、修正後、[更新]ボタン→[登録]ボタ
ンのクリックで登録してください。 

    

   
（２）次に［保険組合せ］ボタンをクリックして、組合せの内容を確認します。 

「主保険情報」「公費①」「公費②」「現物⽀給対象区分」が正しく選択されているかを確認します。 
「現物⽀給対象区分」が選択されていない場合、訪問看護療養費明細書の「負担⾦額」に反映しません。
修正する場合は、［編集］ボタンをクリックして修正後、［登録］ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 

〜 次ページへ続く 〜 

給付率や本⼈⽀払額を確認します。 

クリックして修正します。 

クリックして保険組合せ画面を確
認します。 



（３）特定医療（指定難病）や⾃⽴⽀援医療（精神通院）の公費は、複数の指定医療機関で⽀払われた
⾃⼰負担をすべて合算した上で、⾃⼰負担上限額を適⽤します。他医療機関で既に⾃⼰負担を⽀払って
いる場合は、メニュー【医療保険請求】→【⽉別負担⾦算定履歴】画面で登録が必要です。 

    ［編集］ボタンをクリック→［⾏追加］ボタンをクリック→算定⽇を⼊⼒し、他医療機関での⾃⼰負担合計
を「⾃⼰負担額」に⼊⼒し、［登録］ボタンをクリックします。 

      ※算定⽇は何⽇でも構いません。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）メニュー【医療保険請求】→【訪問看護療養費】画面で、［編集］ボタンをクリック→［登録］ボタンをクリッ

クすることで、レセプトの再計算を⾏います。 
    登録後［レセプト］ボタンをクリックして、負担⾦額を確認します。 

    

「⾃⼰負担額」と「残⾦」が確認できます。 


